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令和２年度第１回逗子市個人情報保護運営審議会 

                  日 時 令和２年８月２７日（木） 

                      午後２時００分～ 

                  場 所 市役所５階 第４会議室 

議  題 

 １．逗子市個人情報保護運営審議会議事録について 

 ２．諮問第１０号 公金の支出に係る振込先口座等情報のオンライン結合によ

る保有個人情報の提供について【会計課】 

 ３．諮問第１１号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関

する法律に基づく保有個人情報の提供及びオンライン結

合による保有個人情報の提供について【高齢介護課・国

保健康課】 

 ４．諮問第１２号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関

する法律に基づく保有個人情報の提供及びオンライン結

合による保有個人情報の提供について【学校教育課・子

育て支援課】 

 ５．その他 

出 席 委 員（５名） 

             会  長     安  達  和  志 

             副 会 長     森  田     明 

             委  員     海  原  弘  之 

             委  員     望  月  由 佳 子 

             委  員     島  田  達  巳 

欠 席 委 員（０名） 
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説明のために出席した職員 

会 計 課 長 西  平  貴 代 美 

会 計 課 係 長 沼  田  千 亜 紀 

経 営 企 画 部 
担 当 部 長 
（企業誘致・起
業 促 進 ・ 
Ｉ Ｃ Ｔ 政 策 
担 当 ） 

福  本  修  司 

企 画 課 長 仁  科  英  子 

福 祉 部 長 須  藤  典  久 

福 祉 部 参 事
（ 国 保 健 康 
担 当 ）

廣  末     修 

高齢介護課長 伊  藤  英  樹 

高 齢 介 護 課 
副 主 幹 

堀  田  昌  希 

学 校 教 育 課 
担 当 課 長 

内  田  源 一 郎 

子 育 て 支 援 
課 長 

村  上  晴  美 

情報政策課長 大  木     肇 

事務局等出席者 

逗 子 市 長 桐 ケ 谷     覚 

総 務 部 長 田  戸  秀  樹 

総 務 部 次 長 三 ッ 森  篤  史 

情 報 政 策 課 
担 当 課 長 

矢  島  小 百 合 
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情 報 政 策 課 
副 主 幹 

栗  原  達  也 

情 報 政 策 課
会 計 年 度 
任 用 職 員 

大  槻  花  子 

会議の公開・非公開の別  公開 

傍 聴 者        １名 

配 付 資 料 

 ・第１回逗子市個人情報保護運営審議会次第 

 ・令和元年度第４回逗子市個人情報保護運営審議会議事録 

 ・逗子市個人情報保護運営審議会委員名簿（第15期） 

 ・【資料１】諮問第１０号 公金の支出に係る振込先口座等情報のオンライン 

              結合による保有個人情報の提供について【会計 

              課】 

 ・【資料２】諮問第１１号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療 

              情報に関する法律に基づく保有個人情報の提供及 

              びオンライン結合による保有個人情報の提供につ 

              いて【高齢介護課・国保健康課】 

 ・【資料３】諮問第１２号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療 

              情報に関する法律に基づく保有個人情報の提供及 

              びオンライン結合による保有個人情報の提供につ 

              いて【学校教育課・子育て支援課】 

 ・【資料４】令和元年度 個人情報保護制度の運用状況 

 ・【資料５】令和２年度第１回 個人情報事務登録簿の変更状況集計表 

 ・【資料６】特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）の提出・公表事務一 

       覧 
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午後 ２時００分開会 

【委嘱状の交付】 

【市長挨拶】 

─市長退席─

○矢島情報政策課担当課長 それでは、第15期が始まりましたので、改めて職員

の紹介をさせていただきます。 

  総務部部長の田戸でございます。 

○田戸総務部長 部長の田戸でございます。２年間よろしくお願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 総務部次長の三ッ森でございます。 

○三ッ森総務部次長 三ッ森です。よろしくお願いいたします。 

○矢島情報政策課担当課長 情報政策課担当課長の矢島でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

  情報公開係の担当職員を紹介させていただきます。 

  情報政策課副主幹の栗原です。 

○栗原情報政策課副主幹 栗原です。よろしくお願いいたします。 

○矢島情報政策課担当課長 申し訳ございません。部長、次長は所用がございま

すので、これにて退席させていただきます。 

─総務部長、総務部次長 退室─ 

○矢島情報政策課担当課長 職員もう１名おりまして、今日庶務を担当します会

計年度任用職員の大槻と申します。 

○大槻情報政策課会計年度任用職員 よろしくお願いいたします。 

○矢島情報政策課担当課長 じゃ、座って始めさせていただきます。 

  それでは、改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

  委員の半数以上のご出席がありますので、第１回個人情報保護運営審議会を

開催させていただきます。 

  会長が決定するまで、私、担当課長が進行させていただきます。 
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  今回事前に配付させていただき、ご持参をお願いしていますが、再度配付資

料を確認させていただきます。 

（配付資料の確認） 

○矢島情報政策課担当課長 それでは、本日は任期終了後初めての会議ですが、

全員再任ですので自己紹介等は省略させていただき、会長、副会長の互選を議

題とさせていただきます。 

  個人情報保護運営審議会規則第２条第１項の規定により、審議会に会長及び

副会長を置き、委員の互選により定めることになっています。 

  こちらにつきましては、先にメールにてご連絡させていただきましたが、委

員の皆様から事務局に調整をお任せいただいたところです。前期同様、安達委

員に会長、森田委員に副会長でご提案させていただきたいと思いますが、皆様、

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○矢島情報政策課担当課長 それでは、安達委員が会長に、森田委員が副会長に

選任されましたので、一言ずつご挨拶をお願いできればと思います。 

  会長、よろしくお願いいたします。 

○安達会長 この審議会の会長というのは、ただいまの市長さんのお話にありま

すように、ＩＴ化の進展が非常に激しい中で非常に責任の重い職でございます

が、引き続き会長職を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

  これはひとえに委員の皆様と事務局の皆様のご協力にかかっていますので、

よろしくご協力のほど、お願い申し上げます。 

○矢島情報政策課担当課長 副会長からもご挨拶をよろしくお願いいたします。 

○森田副会長 森田です。引き続き副会長ということで、会長を補佐して円滑な

進行にご協力したいと思います。これからもよろしくお願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 どうぞよろしくお願いいたします。 

  会長が決まりましたので、今後の議事運営につきましては、会長にお願いい

たします。 

  会長、席の移動をお願いできればと思います。 

─会長、会長席に移動─ 
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○安達会長 それでは、ここから先は私のほうで議事進行をさせていただきます。 

  議題に入ります前に事務局から傍聴の件でご連絡があるそうです。よろしく

お願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 本日の審議会開催に当たりまして、事前に傍聴希望

のご連絡をいただいています。議題３、４について傍聴希望ということで、ま

だいらしていないので、後ほど途中入室となる可能性がありますが、そちらの

ほうはよろしいでしょうか。 

○安達会長 当審議会は原則公開でございまして、本日審議する案件については

特に非公開とすべき内容が含まれていないようですので、途中の傍聴者の入室

を許可してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 では、承認とさせていただきます。 

  資料の配付に関しては傍聴者にも。 

○矢島情報政策課担当課長 お配りして。 

○安達会長 資料配付するんですね。 

○矢島情報政策課担当課長 はい。 

○安達会長 特にそれも支障ないですね。では、そのようにお願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 よろしくお願いいたします。 

○安達会長 それでは、議題の１に入らせていただきます。 

  議題１は逗子市個人情報保護運営審議会議事録についてでございます。 

  事務局からお願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 校正後の令和元年度第６回議事録について、事前に

郵送させていただき、修正内容等をご確認いただいております。ご承認の確認

をお願いできればと思います。 

○安達会長 すみません。手元にないんですけれども。 

○矢島情報政策課担当課長 すみません。配付します。すみません、申し訳あり

ませんでした。 

（議事録の配付・確認） 

○安達会長 既に皆様、校正の際にご覧になられていると思いますが、今日の議

事録案についていかがでしょうか。よろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 それでは、ご異議ないようですので、この議事録については確定と

させていただきます。 

○矢島情報政策課担当課長 ありがとうございました。 

○安達会長 では、議題の（２）諮問第10号、公金の支出に係る振込先口座等情

報のオンライン結合による保有個人情報の提供についてを扱います。 

○矢島情報政策課担当課長 会計課職員を入室させますので、よろしくお願いし

ます。 

─会計課 入室─ 

○安達会長 どうぞ、お座りください。 

  着席のままで結構ですので、まず自己紹介をお願いします。 

○西平会計課長 会計課長を務めます、西平と申します。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

○沼田会計課係長 会計係長の沼田と申します。よろしくお願いいたします。 

○安達会長 それでは、諮問事項の説明をお願いします。 

○西平会計課長 それでは、諮問第10号 公金の支出に係る振込先口座等情報の

オンライン結合による保有個人情報の提供について諮問させていただきます。 

  諮問書の別添に沿って説明をさせていただきます。 

  対象の事務は公金の支払いに係る口座振込の業務で、対象となる個人は公金

の振込に係る債権者ということになります。提供する個人情報ですが、債権者

から指定された振込先口座情報の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、

口座名義人、それと振込金額でございます。 

  年間の振込件数ですが、約８万件ございます。情報の提供先ですが、本市の

指定金融機関である株式会社横浜銀行のコンピュータサービスへの提供という

ことになります。 

  続きまして、オンライン結合の内容ですが、もしよろしければ、お手元の資

料の６ページをご覧いただければと思います。 

  ６ページの絵がございますが、上の段ですが、こちらが現行の振込方式で、

下の段がオンライン結合後の振込方式ということになります。 

  まず、上の段をご覧ください。 
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  現在は主に電子媒体、具体的にはフロッピーディスクを利用しております。

財務会計システムから振込口座等のデータをフロッピーディスクに一度吐き出

しまして、吐き出すデータは既に全国銀行協会の定めたレコードフォーマット

に準拠した形態となっておりますが、そのデータをフロッピーディスクに吐き

出し、そのフロッピーディスクを指定金融機関である横浜銀行の逗子支店に手

渡しをして振込を依頼しております。横浜銀行では事務センターで各金融機関

への振込の処理を行っております。一部の支払いにつきましてはフロッピーデ

ィスクでなく、帳票等の紙媒体により処理を行っております。 

  続きまして、下の段をご覧ください。 

  オンラインになりますと、ＮＴＴデータのＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式

という伝送システムを利用することになります。この方式では、ＬＧＷＡＮと

いう行政専用の閉域のネットワーク環境の中でデータの送受信が行われますの

で、セキュリティー面では一般のネットワークより安心して利用できるものと

なっております。 

  まず、口座振込等のデータをｐｕｆｕｒｅという、これもＮＴＴデータの伝

送ソフトでございますが、こちらにつくります。このｐｕｆｕｒｅというソフ

トは先ほど申し上げました行政専用のネットワーク、ＬＧＷＡＮへの接続の入

り口となるソフトでございます。ここでデータをまとめてファイルのアップロ

ード、ダウンロード、それから認証行為等を行いまして送受信する。そういう

機能をこのｐｕｆｕｒｅは持っております。このｐｕｆｕｒｅからＬＧＷＡＮ 

ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンターを経由して振込先の各金融機関のほうに

データが転送される仕組みとなっております。 

  現在使用しているフロッピーディスクでございますが、これらの電子媒体に

ついては、フロッピーディスクですね、現状では既にメーカーの生産が終了し

ておりまして、またフロッピーディスクの読み取り機器につきましても保守が

終了している状況にございます。そういう状況から横浜銀行のほうからは2022

年の３月末をもちまして電子媒体の取扱いを廃止するという、そういう通告が

既にございました。また、一部の支払いに利用している帳票等の紙媒体につき

ましても、紙資源削減などの理由から、2021年３月末をもって取扱いを廃止す

るとの通知をいただいております。このような背景がございますので、オンラ
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インによる情報の提供に切替えをさせていただきたく、今回諮問をさせていた

だきました。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○安達会長 ありがとうございます。 

  それでは、委員の皆様のほうからご質問がありましたら、お願いします。 

  どうぞ。 

○海原委員 すみません。現状と今回の改正とあまり関係ない質問かもしれませ

んが、各所管が会計課へデータをお送りするために、紙か電子媒体が分かりま

せんけれども、データをつくります。何らかの加工をします。それの年次ごと

の管理の仕方がちょっと１点、どういうふうにしているのか。 

  それからもう一つは、その所管の方がそのデータにアクセスをする権限、そ

れから会計課の方がそれを承認する権限、そのアクセス権限規定というのをお

決めになっていますでしょうか。 

○西平会計課長 まず１点目でございますが、現在本市では支払いに関しまして

財務会計システムというＮＥＣのシステムを使っております。関係する所管で

はそちらでデータを作成しまして、その振込先等のデータは一括して会計課が

フロッピーディスクのほうに落とし込んでおります。ですので、横浜銀行のほ

うに手渡しをしているフロッピーディスクの吐き出しは全て一括で会計課が行

っております。 

  それから、恐らく承認に関しましては、オンラインの承認を導入した場合と

いうことでよろしいでしょうか。 

○海原委員 もう一つ前なんですけれども、各所管、各部署が何らかの紙データ、

電子媒体で会計課にデータを送るわけですね。そのときにはそのもののデータ

処理の管理はどうされているのかというのは分かりますか。 

○西平会計課長 データの管理ですか。 

○海原委員 要するに、会計課に送るためには、何らかのデータをギャザリング

していって送るわけですね。 

○西平会計課長 現行でよろしいでしょうか。 

○海原委員 現行と今回の諮問と、ちょっとずれてしまうんですけれども、それ

で現行、大変申し訳ないんですけれども、それと、それから各処理部署でのそ
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れができるアクセス権限を持っている人と持っていない人の識別をつけてちゃ

んと検印してあるかどうか。それから会計課の中にもそれを承認できる、そう

いうアクセス権限。 

○西平会計課長 財務会計システムへのアクセスに関しましては、各課ごと、Ｉ

Ｄとパスワードが付与されていますので、他課の職員はのぞけないようにはな

っております。 

○海原委員 するとその課内は誰でものぞけるということ。 

○西平会計課長 システム自体はそういうふうになってございます。 

  それから、一度一つ一つの伝票を紙でプリントアウトしまして、紙ベースで

各所管の決裁を行っております。金額等によりまして決裁の権限は課長であっ

たり、部長であったり、次長であったり、そういう形に財務規則のほうで決ま

っております。 

○安達会長 ほかにいかがでしょうか。 

○島田委員 今度の新しい方式ではこの図によりますと、ＬＧＷＡＮ接続端末と

なっています。これは従来からこの端末は市役所には設置されているんじゃな

いですか。そうではないんですか。 

○西平会計課長 職員全てが行政専用のＬＧＷＡＮとつながるパソコンを１人１

台既に使用しております。ただ、今回ｐｕｆｕｒｅというこの口座情報を伝送

するための伝送ソフトを新たに配置することになります。それで、このｐｕｆ

ｕｒｅというものはＬＧＷＡＮに接続が可能なパソコンであれば、どのパソコ

ンからでも設定できるんですが、今回のオンラインに関しまして情報政策課と

いうこの情報処理の所管をしているところと協議をした結果、安全性をより高

めるために各自職員が使用しているＬＧＷＡＮに接続可能なパソコン以外に、

この口座情報を伝送するためのパソコンを庁内に２台用意しまして、１台は会

計課、もう１台は情報処理の担当課のほうに置きまして、その２台のパソコン

のみｐｕｆｕｒｅという伝送ソフトを挿入しまして、その２台からでないと口

座情報等が送信できないような形で行う予定をしております。 

○島田委員 このｐｕｆｕｒｅというのはこの英語で書いてある。 

○西平会計課長 そうです。 

○島田委員 これが伝送ソフトの意味だということですね。 
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  それで、これを使えるのは会計課とＩＳ課とこのＬＧＷＡＮの接続端末が、

会計課とＩＳ課の方も使えるということですか。この端末、ｐｕｆｕｒｅが装

備されたＬＧＷＡＮ接続端末というのは何台設置されますか。 

○西平会計課長 庁内に２台設置をして必要な所管がそのｐｕｆｕｒｅにアクセ

スするような形で行いますが、実際にはほとんどの支払いに関しましては、会

計課が今データをまとめておりますので、ほとんどの使用は会計課の職員にな

るかと思います。 

  ただ、一部の支払い事務に関しましては、ほかの所管もｐｕｆｕｒｅを使用

する必要が生じてまいりますので、必要な所管を限定いたしまして、それぞれ

の所管の担当者にＩＤとパスワード、認証のシステムを利用して、ほかの職員

ができないような形で行うこともできる。このｐｕｆｕｒｅの中で承認システ

ムという、操作した担当者がそのまま担当者の段階で送信できないように、必

ず所管の長なり、決められた承認者が承認をした上でないとデータを送信でき

ないような、そういう仕組みがこのｐｕｆｕｒｅの中に整っておりますので、

今回ご承認いただきましたら、そのあたりの承認行為をどの人間がどの段階ま

でするか、その辺は各所管と協議をして検討を進めたいと思います。 

○島田委員 確認ですけれども、２台設置されて、それは場所は会計課の場所と

情報システム担当課の場所、そういうことでいいですね。 

○西平会計課長 はい。 

○島田委員 それで、それを使用する人は市として認証された人ということで、

市として会計課ないし情報システム課の人、それは特定された人になるんです

か。それとも不特定、そこの課の人でしたらどこからでも使える、そういう構

造ですか。 

○西平会計課長 ｐｕｆｕｒｅを操作できる職員は会計課のほかに納税課、高齢

介護課、国保健康課、あと子育て支援課、以上になります。 

○島田委員 分かりました。 

  あともう一つ、この別添の用紙に書かれている担当課はとあります。担当課

は庁内に設置する、接続がありますね。この担当課というのはちょっとあまり

にも漠然と広過ぎるんじゃないかと思うんです。実際は全部の課ではなくて、

特定の課ですから、それを特定できるような名前をここにつけられますか。 
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○西平会計課長 申し訳ございません。 

  今、申し上げました５つの課の名前を本来書くべきでした。申し訳ございま

せん。 

○島田委員 以上です。 

○安達会長 よろしいですか。 

○島田委員 はい。 

○安達会長 ちょっと確認ですが、今のお話ですと、資料の６ページの下のほう

にある流れ図とちょっと違うかなという気がするんですけれども、６ページの

下のほうのＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式、これですと、①、②のところは

これは担当課のほうで行う作業でしょうか。③のところでデータ送信したのが

棒が引いてあって直接横浜銀行のシステムに入るようになっているんですけれ

ども、④のところで会計課等の集中部門でデータ承認というのが別な流れにな

っています。そうすると、会計課等で取りまとめをして承認した上で送信され

るというのではない流れになっていますね。 

○西平会計課長 今現在、会計課のほうで取りまとめている支払いの業務と、そ

れから先ほど申し上げました納税課、高齢介護課、国保健康課、子育て支援課

で最終的に取りまとめをする業務等がございます。ちょっと資料の中で、９ペ

ージをご覧いただけますでしょうか。 

  このｐｕｆｕｒｅという伝送ソフトにデータを取り込むのは、どうしてもそ

れは関係する５つの課、それぞれで取り込むことにはなりますが、最終的に最

終段階の承認を行うのは、どのような形でも我々のほうで協議をして、今後承

認の仕組みはちょっと変動していくものになってくるかと思います。ですので、

最終的に例の１と例の２に関しましては、会計課が最終承認をする。例の３に

関しましては、会計課が最終承認ではなく、担当課のほうでする。そういうよ

うなやり方が事情に応じて選べるというふうに、そういうようなシステムであ

るというふうに説明を受けております。 

  今後ですけれども、支払いに関しましては、今のところですが、最終的には

会計課が承認をする形を取りたいと思っておりますが、今現在フロッピーディ

スクに落としている情報に関しましても、会計課で中身について承認をしてお

らず、所管のほうでつくったフロッピーディスクを横浜銀行に預けていますの
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で、最終承認を会計課がする必要があるかどうか、今後検討していきたいと考

えております。 

○安達会長 そうしますと、この６ページのほうの上が現状と伺ったんですが、

必ずしも現状でも会計課で取りまとめているわけではないということでしょう

か。 

○西平会計課長 今現在の状況ですと、財務会計システムからほとんどの業務の

支払いに関しましては、財務会計システムから一括して会計課がフロッピーデ

ィスクにデータを落として、それで毎日、横浜銀行のほうに手渡しをしており

ます。ただ、児童手当であるとか、高齢介護課のサービス費であるとか、それ

から国保料とか税とかの還付金でありますとか、そういうような業務に関しま

しては所管がフロッピーディスクを作成しております。財務会計システムから

フロッピーディスクにデータを落とし込むのは所管のほうで行っております。

会計課ではそのフロッピーディスクをお預かりし、まとめて横浜銀行のほうに

お渡しをしているという作業になっております。ですので、今後オンラインに

なり、ｐｕｆｕｒｅのほうにデータを取り込むのは今までどおり担当課が行う

ことになると思います。 

○安達会長 現状でも、会計課は形式的にフロッピーディスクを集めるけれども、

中身は見ていないということですか。 

○西平会計課長 そういう支払いも一部ございます。ほかの課がやっている、先

ほど言いました４課が行っている内容については、会計課のほうでフロッピー

ディスクの中身のチェックはしておりません。 

○安達会長 その現状をそのまま移行させるという方向で検討されているという

ことですか。 

○西平会計課長 フロッピーディスクの中身は確認しておりませんが、財務会計

システムから吐き出される紙の支払伝票の中で、会計課は紙ベースで審査を別

途しておりますので。 

○安達会長 そうしますと、６ページの下の図のほうで、④の会計課等の集中部

門でデータ承認というこの流れはどう理解したらいいんでしょうか。 

○西平会計課長 この赤枠の中は、データを送信するに当たって、会計課が最終

的に、集中的にデータを承認するパターンもつくれるというようなことでの絵
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に表した仕組みだと聞いておりますが。担当課からｐｕｆｕｒｅに落とし込ん

だデータを直接送信することもできますし、最終的に会計課で取りまとめて最

終承認を行うこともできると。それはちょっと今後検討してみたい。 

○安達会長 システム上は両方できるけれども、どちらにするかはまだ決定され

ていないということですか。これから検討されるということですか。 

○西平会計課長 はい。 

○安達会長 という説明でした。 

○島田委員 それから、会長か、事務局にお尋ねしたほうがいいのかもしれませ

んが、オンライン結合の内容等の記載なんですけれども、これは手続が記載さ

れているんですが、実際問題としてはオンライン結合によって、セキュリティ

ーが、個人情報漏えいが、セキュリティーが確保されるという手だて、それが

何か、どういうことが例えば庁内で、あるいは庁外に対してそれが守られるこ

とができるのか、これをやることで守られるのかという、その辺もいかがです

か。 

○安達会長 確かにおっしゃるとおり、ご指摘のとおりです。先ほど口頭で言わ

れたアクセス権限の限定とか、そういうことを書いていただく必要があるんじ

ゃないかと思いますけれども。 

○西平会計課長 はい。 

○島田委員 ＬＧＷＡＮも実際は専用線に近いわけです。だからそれも安全確保

とかセキュリティーの、伝送としてはこれは一つのいい手段だと思います。先

ほどの認証とか、それから関連する取扱い担当者のこととか、そういうところ

がどうやって安心できるのか、セキュリティーが守られてということ。 

  それから、対横浜銀行ですけれども、横浜銀行については外部でこちらはコ

ントロールできないですけれども、委託の内容に確保の、外部漏えい防止のた

めのそういう手だてが講じられていると思うんですけれども、その辺のところ

は委託者側としては言っておく必要があると思います。その辺のところのポイ

ントがこの内容にはあったほうが安心できるわけなんですが、こういう手続だ

けだとちょっと一方的かなと思います。 

○安達会長 横浜銀行との契約は、まだ締結していないんですか。 

○西平会計課長 本市の支払い業務に関しましては、自治法等で定められている
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指定金融機関としまして横浜銀行にお願いをしております。ですので、現状も

フロッピーディスクという媒体を通じてデータをお渡ししております。それは

市と横浜銀行の間で契約行為の中でもやっておりますので。 

○安達会長 現状の方式でも個人情報保護条項というのは契約内容に入っている

んじゃないでしょうか。 

○西平会計課長 はい。 

○安達会長 そこは確認していただくとして、今後契約内容を変更するわけです

ね。 

○西平会計課長 いえ、変更は、今現在フロッピーディスクでお渡ししているも

のをオンラインに乗せるという部分に関して変更はございますが、支払い業務

に関しましては地方自治法であるとか、本市の財務規則等で明確に指定金融機

関を横浜銀行にお願いする旨でやってございますので、契約の変更まで至るの

かどうか、改めて確認をさせていただきます。 

○安達会長 現状の契約のままでできる変更内容の可能性もあるわけですか。 

○西平会計課長 はい。 

○安達会長 かなり大幅にデータの受渡しが変わるわけですね。そうするとそれ

なりの契約の変更が必要なのかなと思ったんですが、そうでもないんですか。 

○島田委員 例えば対横浜銀行への委託は、逗子市のみならず、横浜銀行と取引

する自治体全部が一斉にやるんですか。それとも個別に逗子市がやるんですか。 

○西平会計課長 指定金融機関を横浜銀行に定めている市町村はほかにもあるか

と思います。逗子市は横浜銀行を指定しておりますので、本市の支払いに関し

ましては契約の相手先は横浜銀行だけになりますので。 

○島田委員 窓口は？横浜銀行。 

○西平会計課長 はい、そうです。 

○海原委員 この中でも例えば横浜銀行と地方自治法とか、財務規則で決められ

たと思うんですけれども、契約内容にはもう一回確認しておいていただきたい

と思う。委員もおっしゃられたように、セキュリティー条項がどういうふうに

記載されているか。例えば横浜銀行なんかでも反社会勢力がこうだというのは

把握していると思うんですけれども、それが入ってきたらまず指示緊急度が変

わるとか、その辺のこともある程度はその決めとかないと困るような気がする
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んですが。 

○西平会計課長 はい、改めて内容を確認したいと思います。 

○安達会長 ほかにご質問はございますか。 

  いかがでしょうか。 

  別添の資料、諮問書のほうのオンライン結合の内容等については、もう少し

セキュリティー対策をどうするかということについて書き加えていただきたい

です。口頭で今説明していただいたような内容について、それをこの文書に盛

り込んでいただくということになりますけれども、その点はよろしいですか。

大丈夫ですか。 

○西平会計課長 はい。 

○安達会長 例えばその端末は２台で、どこに置いてアクセス権者はこういうふ

うに限定しますとか。 

○西平会計課長 それは見直しをいたします。 

○安達会長 その他何か、委員の皆様のほうからご意見、ご質問等ございますか。 

  よろしいですか。特になければ今のことを条件にして諮問事項については承

認とさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、この別添の修正という形で、後日各委員のほうにメールでお送り

して確認していただくということにして、諮問については。 

○矢島情報政策課担当課長 差替えというか、詳しい内容をメールで、お送りし

て、それを見ていただいてから答申案を送付するということで。 

○安達会長 そういうことでご意見ないでしょうか。 

  それでは、この諮問については承認とさせていただきます。 

  では、答申書は後日事務局を通して所管課へお渡しするので、それまでお待

ちください。 

  では、本件については以上とさせていただきます。 

  では、ご退席いただいて結構です。 

○西平会計課長 どうもありがとうございました。 

【事務局付記】 

  会議終了後に会計課長より会計課以外の担当課の説明において、職員課及び
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社会福祉課が抜けてしまっていた旨の報告があった。 

─会計課 退室─ 

─経営企画部企画課、福祉部高齢介護課、国保健康課、 

教育部学校教育課、子育て支援課 入室─ 

○安達会長 では、議題を先に進めさせていただきます。 

  次は、議題の（３）と（４）ですが、ほぼ同じような内容ですので、この議

題（３）と（４）についてはまとめて一括審議をさせていただきたいと思いま

す。 

  諮問の第11号は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関す

る法律に基づく保有個人情報の提供及びオンライン結合による保有個人情報の

提供について、これは高齢介護課と国保健康課からの諮問です。第４について

は、同じ内容で、学校教育課と子育て支援課からの諮問となっております。併

せて審議していただきます。 

  では、着席のままで結構ですので、出席している担当課の職員の方、自己紹

介をお願いします。最初は高齢介護課から順次お願いします。 

○伊藤高齢介護課長 高齢介護課の課長をしております伊藤と申します。よろし

くお願いします。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 国保健康課の廣末です。よろしくお願いし

ます。 

○矢島情報政策課担当課長 今日、企画課の職員が出席しておりますので、企画

課の職員からもお願いします。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） 福本と申

します。経営企画部で担当部長をしております。よろしくお願いします。 

○仁科企画課長 企画課の課長で仁科と申します。よろしくお願いいたします。 

○内田学校教育課担当課長 学校教育課で担当課長をしております内田です。よ

ろしくお願いします。 

○村上子育て支援課長 子育て支援課長の村上です。よろしくお願いいたします。 

○安達会長 よろしくお願いいたします。 

○堀田高齢介護課副主幹 高齢介護課の堀田と申します。よろしくお願いします。 
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○安達会長 それでは、どなたから説明していただけますか。 

○矢島情報政策課担当課長 もう一人います。 

○大木情報政策課長 情報政策課の大木です。 

○安達会長 説明していただくのはどなた、代表で説明をお願いします。 

○仁科企画課長 それでは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情

報に関する法律に基づく保有個人情報の提供及びオンライン結合による保有個

人情報の提供につきまして、このたび市長部局と教育委員会からの諮問という

ことで、まとめて企画課のほうから概要につきましてご説明をさせていただき

ます。 

  本市におきましては、次世代医療基盤法に基づく認定匿名加工医療情報作成

事業者への医療情報の提供を考えており、次世代医療基盤法に基づく保有個人

情報の提供及びオンライン結合による保有個人情報の提供について、個人情報

保護条例第10条第１項第４号及び第11条第２項の規定に基づいて、個人情報保

護運営審議会にお諮りするものです。 

  次世代医療基盤法の目的は「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医

療情報に関し、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報及び匿名

加工医療情報等の取扱いに関する規則等を定めることにより、健康・医療に関

する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資

することを目的とする。」とされています。 

  本市としましても法の目的を踏まえ、医療情報を提供することを検討してい

ます。認定匿名加工医療情報作成事業者、以下認定事業者と申し上げますが、

提供された医療情報を匿名加工し、医療分野の研究開発の用に供することによ

り、健康・医療・介護の質向上等を目指すことは、公益上の必要性が認められ

るものと考えます。 

  本市においては、法令に基づく保有個人情報の提供についても慎重な対応が

求められており、次世代医療基盤法に基づく提供については任意であるため、

対象情報の目的外提供及びオンライン結合による保有個人情報の提供について、

本日審議会にお諮りするものです。 

  本市では高齢化率が31％を超え、県内でも高齢化が進んでおり、保健・医療

に係る市の負担が増大している中、「健康寿命を延ばしてみんなで元気な高齢
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者をめざす取り組み」を実施しており、認定事業者へ医療情報を提供し、分

析・利活用を通じて、介護予防及び市民の健康増進を推進する取組が充実して

いくことを期待しています。 

  加えて、本市としては現在多様な民間事業者等が参画し、意見交換やネット

ワークの構築ができる官民連携の場であるｐｌａｔｆｏｒｍ ＺＵＳＨＩ Ｂ

ＩＺにおいて、医療情報等のビッグデータの活用についても検討しているとこ

ろで、これまで内閣官房の担当者や民間事業者との意見交換、情報収集などを

行ってきたところです。実際に提供された情報がビッグデータとして活用され

るには、時間が必要と思いますが、この制度につきまして、市民の理解を得て、

本市としても提供に協力していきたいと考えています。 

  今回の諮問につきましては、市長部局、教育委員会からの諮問ということで、

諮問書が２枚に分かれております。市長部局では担当所管は高齢介護課、国保

健康課、教育委員会では学校教育課と子育て支援課になります。 

  事業の名称は、いずれも次世代医療基盤法に基づく情報の提供業務で、国保

健康課は国保健康業務及び健康増進法に基づく健康業務に係る情報、介護保険

課は介護認定審査に係る情報、学校教育課は学校健診データ、子育て支援課は

乳幼児健診、予防接種情報についての提供業務としています。 

  諮問書の別添の中にあります諮問の内容と第10条関係に記載されている提供

の理由につきましては、さきに申し述べましたとおりとなります。 

  事務の目的及び根拠法令は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医

療情報に関する法律、略称、次世代医療基盤法に係る関係法令です。 

  対象となる個人の類型・対象者数は、第10条関係にあります目的外提供する

保有個人情報の内容につきましては諮問書に記載のとおりですが、現在想定で

きるものを全て挙げさせていただいております。国保健康課につきましては、

別紙にもございますので、個々の情報につきましての読み上げにつきましては

割愛させていただきます。 

  提供先は認定匿名加工医療情報作成事業者です。 

  本人通知につきましては、いずれも「実施」としております。これは次世代

医療基盤法において、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、

認定事業者に対して医療情報を提供することができるというオプトアウト方式
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により医療情報を収集することとされていることに基づいて実施するものです。 

  具体の通知方法等については、現在、想定している案を記載しているところ

ですが、市としてどのような形で実施するかにつきましては引き続き合理的な

方法等を検討していきたいと考えております。提供に当たりましては、認定事

業者と十分な協議の上、対応する予定です。 

  また、提供に当たってはオンライン結合による情報提供も想定されますので、

認定事業者との協議も必要となりますが、専用回線による伝送となります。想

定図を添付しておりますが、認定事業者との協議の上、システムの構築が必要

であり、確定図ではありません。 

  説明は以上となりますが、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

○安達会長 ありがとうございます。 

  ちょっとそのデータの最後に言われた想定図についての説明もお願いしたい

んですが、オンライン結合のところです。 

○大木情報政策課長 一応、こちらに入れさせていただいているものにつきまし

ては、内閣府のほうから出ています、こういった形を取ってくださいというも

のを基礎として作成をさせていただいています。実際には、認定匿名加工事業

者が決まった段階で、どういう形で伝送をするか、こちらから送付をするのか、

向こうから取りに来るのか、そういったことを協議した上で決めるようにはな

りますけれども、こちらはあくまで一旦市側のサーバにデータを保存をして、

その保存をしたデータを相手方の事業者が取りにくるという形で構成をさせて

いただきます。 

  以上になります。 

○安達会長 取りに来るという意味がよく分からないんですが。 

○大木情報政策課長 相手側が市側においてあるサーバに向こうからアクセスを

してデータを抜いていくという形を想定しております。 

○安達会長 そこはまだ未確定ということでよろしいですか。 

○大木情報政策課長 はい。まだ相手の事業者さんによっては事業者さん側から

取りにくるのか、こちらから事業者さん側のサーバに送るのか、その辺も協議

しないと分からないです。 

○安達会長 分かりました。 
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  では、ただいまのご説明につきまして、委員のほうからご質問等ございます

か。 

  どうぞ。 

○海原委員 かなり慎重にやらなければいけなくて、かなりたくさんの疑問を少

し、取りあえず業務から入っていきたいところなんですけれども、匿名加工医

療情報ですと、研究目的に対して情報提供するという大前提があります。その

場合、認定事業者だから利益業務に害しないという判断はまずされないでいた

だきたい。 

  なぜかと言うと、特定事業者のほうはいろいろな大学とか企業とか医療指定 

団体と共同研究として掌握しています。そこへ必ず絶対利益と結びついてきま

す。その辺、まずそこら辺の識別はどういうふうにされるでしょうか。 

○仁科企画課長 すみません、ちょっとお声が遠くて、質問の内容が申し訳ない

です。 

○海原委員 シンプルに言います。 

  基盤法の目的というのは、研究開発に資するために情報提供するんですね。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） はい。 

○海原委員 そうした場合、その認定事業者、加工業者が必ずしもそこだけで、

研究開発だけでなくて、いろいろな企業とか有識者とか、民間の利害関係者と

知恵を出し合って利益を出すためにやっているところも多々あると思うんです

が、そうした場合、この基盤法の趣旨である研究目的以外には提供しないとい

うことに対してどうお考えでしょうか。 

○仁科企画課長 この法律の目的は先端的研究開発とともに、新産業の創出も目

的にしておりますので、最終的には企業の利益になる部分というのは目的の一

つになっているかと思いますので、切り分けは難しいかと思います。 

○海原委員 ということはできないということ。 

○仁科企画課長 そうですね。 

○森田副会長 ちょっと仕組みがややこしいんですけれども、認定匿名加工医療

情報作成事業者というのは、例えば今議論しているような形も一つの例ですけ

れども、要するに医療情報の提供を受けてそれを匿名化すると、いわゆる匿名

化して、いろいろな目的に使えるようなデータをつくるというところまでがこ
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の業者のやることで、問題は出来上がったビッグデータをどう使うかというこ

とについては、これはいろいろな事業者がいろいろな形で使うということにな

るわけです。 

○海原委員 それは基盤法では規制されてないんですか。 

○森田副会長 そうです。だからそこでですね、したがってこの流れからいくと、

ここで今議論しているのは、ビッグデータをつくるために情報を提供するとい

う話で、そこから先、それが何に利用されるかは直接はここでは議論はできな

いわけですね。 

  そこでなんだけれども、気になるのは、言ってみれば、逗子市民の情報を相

当広範にこの事業者にまとめて渡してしまうわけです。その場合、それがどう

使われるのかということについてある程度見通しを立てておかないと、こちら

としてはそれについてゴーサインを出していいのかどうかということは判断は

しにくいんです。 

  それは確定的に決めることはできないと思いますけれども、この仕組みの性

質上、でも、今の時点で今日、冒頭市長さんもこれを使っていろいろやりたい

とお話しをしておられたんだけれども、では具体的にどういうことをするとい

うことをお考えになっているのかということについて、ある程度見通しをでき

ればお聞きしたいということがあります。 

  特に、逗子市内でビジネスを起こそうというお話もあったんですが、ここで

提供しようとしている情報というのが、逗子市民の情報の範囲内でビッグデー

タ化をして、その範囲で利用することを想定されているのか。あるいはもとも

とこの法律の趣旨からいうと、そういう限定された範囲ではなくて、いろいろ

なところから集めて広くビッグデータ、全国的なビッグデータをつくると。そ

れをいろいろな形で使おうという、そういう趣旨も含まれているし、そういう

意味で使われる可能性もあるわけです。ですから、そういうことを想定してお

られるのか。 

  逆に逗子市内で何かビジネスに役立てようということであれば、それについ

て何か具体的な見通し的なもの、例えばこういうビッグデータを逗子市内でつ

くれば逗子市内でこういう事業に役立つというようなことについてある程度見

通しを持っておられるのか、その辺について伺えれば、その見通しについての。 
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○仁科企画課長 現段階におきまして、おっしゃるような見通しというものは正

直持てるような状況ではございません。ですので、今ビッグデータとして提供

した後、それは市内でのビジネスにつながるかどうかというもの、期待すると

ころではありますけれども、特定されたものではありませんし、逗子市のデー

タだけのものなのか、全国的なものと、どこかのデータと合わせて使われるの

かとかというところも、今の段階におきましては、私どものほうで見通しを持

てているものではありません。 

○森田副会長 すみません。引き続きお聞きしますと、提供先の事業者ですけれ

ども、これはそんなにまだたくさんできていないとは思うんですけれども、要

するに、あらかじめその事業者を選ぶ場合に、今申し上げたような、今後どこ

までデータを集めてどの範囲でそれを合体させて、何のために使うのかという

ことを念頭に置いた上でそれにふさわしい業者を選ぶというふうになるのかど

うかです。その辺については見通しは持っておられるでしょうか。 

○仁科企画課長 事業者につきましては、今、認定匿名加工医療情報作成事業者

につきましては、私どものほうで把握している限り２社、それから認定医療情

報等取扱受託事業者につきましても３社といったところで、確かにおっしゃる

とおりとても少ない事業者の中で、これからおっしゃるとおり、選定を行って

いくというような手続に進んでいくというふうな想定でおりますけれども、そ

の場合には、今後どこまでどのような形で活用されるかというのはお話を聞き

ながら、私どものほうで適正な選定ができればというふうに考えております。 

○森田副会長 ですから、これ情報提供した先どうなるかということについては、

逗子市主導型で設計が今後できるのか。あるいは今の２社、３社しかないよう

な体制で提供するとなると、むしろそういう事業者は全国的な展開を想定して、

言ってみれば向こうが引いた設計図にのっかった形で使われると。それはそれ

でもちろん意味があることだと思うんですけれども、そういう言ってみれば、

何といいますか、出来上がった方針に対してこちらが協力するというような形

になってしまうか。その辺のイメージがどうなのかというところはあるんです

けれども。 

○仁科企画課長 今具体的にこういったことに取り組んでいる自治体のほうも、

事業者も少なければ自治体もとても少ないかと思っております。そういった中
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で、取り組んでいる自治体が少ないだけに、私どものほうの意向というものも、

早ければいろいろな形で酌んでいただくこともできるのかなというふうにも考

えられますので、そういった意味では早期の取組というのは一つ意味があるの

ではないかというふうに考えます。 

○海原委員 ちょっとよろしいですか。 

  利活用と書いてあるんですけれども、本市へ返ってくるのはどういう情報が

どこからどういう形で返ってきて、ビジネスモデルの種として返ってくるんで

しょうか。 

○仁科企画課長 本市に戻ってくる段階では、完全に匿名化された情報という形

で戻ってくる形になりますので、本人に戻すとかそういうことはできないかと

思います。ですので、ただ、いろいろな年齢、それこそゼロ歳から亡くなるま

での方のいろいろな情報がデータとして戻ってくるような形になりますので、

それを活用する事業者もいれば、それは私どものほうでも活用することができ

るのかどうかというのも、認定事業者と協議しながらできることかと思ってお

ります。 

○海原委員 それは、福本さんのところでセンターに返ってきて、福本さん振り

分けて返ってきて再度活用する、返ってきたデータを。 

○仁科企画課長 それは戻ってくるのかどうかというのも認定事業者との協議、

契約と。 

○海原委員 いずれ戻ってくることを考えてやってくださいね。 

○森田副会長 いえばビッグデータ化したものがということですね。 

○海原委員 ビッグデータ化して、医療データとして利活用、適用できそうなも

のを返すというのが本来の趣旨ですから。 

○森田副会長 だから、個人情報として戻ってくることはない。 

○海原委員 戻ってくることはないけれども。 

○安達会長 ちょっとよく分からないです。今回これで医療関係データを提供し

た場合に、提供するという協力をしますという自治体に対して何か見返りはあ

るんですか。 

○仁科企画課長 基本的にはそういった見返りを約束されたものではありません。 

○安達会長 ないんですか。 
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○仁科企画課長 はい。 

○安達会長 どういう見返りがあるかないかも分からない段階でやるということ

でしょうか。 

○仁科企画課長 これは国の法律で、国が広域医療、先端的な研究であるとか、

新産業の創出に向けて生かしていくというところで、公益上のメリットといい

ますか、理由があるかと思うんですが、逗子市としてこれがあるからというよ

うな確約されたものというのはありません。 

○安達会長 先ほど匿名加工された情報を逗子市のほうでもらえるような発言を

されたんですけれども。 

○仁科企画課長 戻すというのも確約されたものでもないんです。 

○安達会長 ないんですか。 

○仁科企画課長 はい。 

  戻していただいた後でそれを自分たちで分析するのかというところですけれ

ども、それにつきましても私どもがというか、私は事業者のほうでやっていた

だいて、分析までしていただいたほうがいい考えですので、私どもも戻しても

らうことが目的ではないです。 

○安達会長 この分析というのは、匿名加工事業者が自らやるんですか。それと

もその匿名化されたものを取扱事業者にさらに提供した、その取扱事業者のほ

うで匿名加工の情報を分析するんでしょうか。 

○仁科企画課長 今おっしゃった、後者のほうだと思うんですけれども、匿名加

工事業者のほうは認定事業者のほうは匿名に加工するところだと思うんです。

それを利活用する事業者というのが取扱事業者となります。 

○安達会長 そうするとどこの取扱事業者にこの情報が提供されるかは分からな

いということですか。 

○仁科企画課長 その取扱事業者もまだ３社というところですので、どこに行っ

てしまうのかというのが全然分からないという状況でもないかと思いますが。 

○安達会長 特定のどこかの事業者か、あるいは全部の事業者か、それも分から

ない。 

○仁科企画課長 それを今後、まず認定事業者と今の形で協議していくんだと思

うんですが、どういう形でというところまでは今の段階で見通しを立てている
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という状況ではない。 

○安達会長 それはどういう事業者に提供するかということは本市には通知して

もらえるんですか。 

○仁科企画課長 それは認定事業者との契約によるかと思います。通知してくだ

さいという形の契約にすれば、通知してもらえるような形にはなるのではない

かと思いますが。 

○安達会長 そういうお願いをする予定はあるのかないのかとか、いかがでしょ

うか。 

○森田副会長 そもそもデータ化する段階で逗子市だけのビックデータにするの

かどうかということ自体がまだ分からないわけなので。 

○安達会長 だから最終的にそれがどこに行ったかというところはちょっと気に

なります。 

○海原委員 返ってきたものを公示するんだとすれば、どこかのリサーチのよう

なもの、例えば最終的に分かって逗子市の裁量で出すものなのか。 

○森田副会長 いや、もう逗子市がどうこう言える話ではなくなってしまって、

ビッグデータを使うのはもう自由。 

○安達会長 一旦渡したらそこから先はちょっと見えないです。 

○森田副会長 だからもうビッグデータはビッグデータつくった事業者のもので

すから、それはあらかじめ約束しておけば連絡はくれるかもしれないけれども、

それをどう使うかは基本的に自由な。 

○安達会長 もはや逗子市のものじゃないという前提になる。 

○森田副会長 もうそう考えないといけないです。個人情報じゃないという前提

ですから。 

○仁科企画課長 そうです。 

○森田副会長 ただ、そのビッグデータつくるに当たっても、例えば逗子市の情

報だけで匿名化するのと全国的な規模で情報集めて匿名化することで、匿名化

の仕方が大分違うはずなんです。逗子市のという範囲で言えば、要するにそん

なに人は多くないので、何といいますか、細かい条件をつけた形でデータ化し

てしまうと、名前が出てこなくても、その内容自体は特定されてしまう可能性

があるわけです。だから、逆に言うと細かい条件をつけた形でのビッグデータ
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はつくりにくいわけです。だけど、全国規模にしてしまえば、もうちょっと細

かく要するに小さい規模で言えば、10代、20代ぐらいの項目でないと拾えない

けれども、年齢別に分析するとかというようなことは可能性は広がってくるわ

けで、逆に言うと、逗子市の範囲内でのビッグデータというのは恐らく使い道

としては限定されてしまうかなという感じも一面あるんです。 

  だから、その辺をある程度見通しを立てておかないと、市内のビジネスとし

て利用しようと思うんであれば、逗子市内のデータとしてやったほうがいいん

だけれども、そうしてしまうと逆に大ざっぱなデータ分析しか、大ざっぱなビ

ッグデータしかできないという話になってしまうので、もうちょっとその辺の

見込みが立たないかなという感じはあるんです。 

  あと、これだと結局、ここに上げたような相当広範囲の情報を今後継続的に

提供していくということになるわけで、それをどの業者に渡して、それがどう

利用されるのかも分からないままで、ゴーサインを出せと言われても、なかな

かそこがやりにくい感じはするんです。 

  そういう制度なので、基本的にはなかなか嫌とは言いにくい仕組みになって

いるんですけれども、あえて意見を、いいのかと問われてしまうと、これであ

と全部お任せしますというのはなかなか言いにくいところはあります。 

  もうちょっと話が具体化した時点で持ってきてもらうってことはできないん

でしょうかね。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） ビジネス

につながるところの話なんですが、皆さんご存じのとおり、逗子市はいわゆる

法人活動がかなり少ない町でありまして、またそれを行えるような場所も比較

的少ないんです。ただ、最近ではいわゆるＩＣＴ、ＡＩといったようなスマー

トシティといわれるようなまちづくりの形が見えてきてはいますので、そうい

った意味では、これまでの産業とは違う企業活動の在り方というのが見えてき

ているタイミングに来ているというふうに思っています。 

  そういった意味では、これまではいわゆる法人活動がなかなかしづらい町だ

った逗子市なんですが、ここを一つのきっかけとして、そこを目指していく必

要性があるだろうと、まず一つの考え方として、そのときにこれは確かに医療

のビッグデータではあるんですが、それを結果として目指すのは、必ずしも健
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康産業であるとか、医療のニュービジネスを、例えば最近我々はそこに狭く考

えているものでは必ずしもなくて、例えば今ＡＩとかＩＣＴと言いましたが、

少なくともデータサイエンス的なもの、そういったものが例えば仕事として発

生します。あるいはそこに至る前の作業的なデータの取扱い部分については仕

事が発生してくるわけですので、そういった部分も幅広く含めて市内のほうに

オフィスを出していく。 

  あるいは、これもあくまでも望みでありますけれども、大学の研究機関のあ

る意味支店的なものの設置といいますか、サポート的なものが、例えば市内の

ほうに出てくるだとか、そういったようなことを期待していますので、そこを

目指すためには、逗子市は企業誘致するための資源がないので、こういった活

動を通じて民間の皆さんとの距離感を縮めるといったところが、まずは我々に

求められていることでございまして、そういった意味では、ちょっと遠回りで

はありますが、そういったことも一つ一つ地道に重ねていきながら、最終的に

はいわゆる企業の活動につなげていきたい。ちょっとまだぼやっとした話では

あるんですが、そういったような可能性を我々としてはここに期待をしている。

そういうことです。 

○森田副会長 それは分かったのですが、市長さんもそういう話をされていたの

で、その流れはそれでいいと思うんですが、それがこれだけの何て言いますか、

医療データを提供することとどうつながるのか。 

  いろいろ起業したい人を集めていろいろな取組を始めているという話は伺い

ましたけれども、それはそれでいいので、そこでじゃ、どういうことができる

のか。そのために市が持っているデータをどういう形で利用できるのかという

ような議論に発展していって、じゃ、こういうところが持っているこういうデ

ータをうまく使って提供していけば、乗ってくる人がいるんじゃないかという

話が前段にあって、それのためにこの法律の枠組みを利用しましょうというの

であれば分かるんです、話としては。 

  だけれども、こういうざっくり何でも提供してビッグデータにしてもらいま

しょうという形ではじめに入ってしまうと、そのこととそういう市の取組とど

れだけ関連性、有効性があるのかというのはちょっと見えないってところはあ

るんですね。 
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○安達会長 どうぞ。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 確かにおっしゃるとおり、具体的な内容に

ついて、どういう医療情報をどういう目的のために使うかお示しして、今回提

供することを審議会に諮問しますというのが本筋ではあるんですが、今の時点

でどういう事業者か決まっていない中で、それぞれの所管のほうで今、考えら

れる市で所有している医療情報は最大限出すということでの想定で出しました。

実際に事業者が決まって、例えばどこまで出せるのか。どういう情報が必要な

のかというところを詰めたときに、これが全て必要になるということとは限ら

ないということなんです。 

  順番的にも今の時点で事業者さんを決めるということはなかなかできない状

況にありますので、その中で国の法律にのっとって逗子でも医療情報を出して、

それが結果的にビッグデータとして、最終的には市民の健康のために役に立つ

というものとして戻ってくることを期待して、今考え得るものを出させていた

だいたというところであります。 

○安達会長 どうぞ。 

○海原委員 ちょっと話がずれて申し訳ないんですけれども、この次世代医療基

盤法というのは任意です。ですから拒否権がある。徳島を参考に。 

○森田副会長 拒否という以前に、逗子市のほうがそもそも提案しなければ始ま

らない。 

○海原委員 始まったと前提してですね、拒否権があるわけです。 

○森田副会長 個人に。 

○海原委員 個人、個人に拒否権があるんですけれども、例えば医療機関とか、

調査機関とか、お医者さんとか、ましては逗子市の国保だとか、企画課だとか

に、基盤法で決まってますから出してくださいと言われたら、断れる人はまず

いないんです。この徳島のは丁寧に説明して、納得して分かってもらって出し

てくださいと言っているんですけれども、それは多分無理だと思うんです。 

○仁科企画課長 本人通知はいたしますので、そこで丁寧に説明して、拒否でき

る仕組みになっておりますので、それがオプトアウト方式だと思いますので、

嫌だという方はそこで自分の情報は削除してほしいという形にする。それは無

理だと、今の段階では決めつけられないかなと思います。 
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○海原委員 決めつけてはいないですけれども、どのような説明の仕方をするの

か。誰が、どのように出しますよということを、紙でぱっと例えば特定保険医

療通知の中に、オレンジの中にぱっと１枚入れ込んで出しますと一文書くのか、

それともちゃんとしたドクターないしは市の方が説明に行って出しますという

ことを言うのか。 

○仁科企画課長 この手続きとしましては、文書による通知というやり方が基本

といいますか、認められておりますので、想定としましては、個々に出すのか、

市として個人に、お一人につき１通まとめて出すのかは、まだ具体には決まっ

ておりませんが、基本的にはそういった形で個人に通知をする形でご案内をと

いうふうに考えております。 

○海原委員 一般市民からすれば、市役所から出しますと、法律で決まっていま

すというふうに、決まっていますと、だから出してくださいと書いてあれば、

拒否するのはかなり難しいという心情をお酌み取りいただきたいと思います。 

  参考資料の３、別紙、資料２の最後のところ、別紙、第10条関係、目的外提

供する保有個人情報の中にいっぱい書いてあるんですけれども、生活習慣情報

とかプロフィールとか、この辺なんかもかなり出されると嫌がる方も結構いる

と思うんですけれども、いかがでしょうか。何をこのプロフィールでは出すの

か。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 具体的には本人通知の方法というのは先ほ

ど企画のほうで申し上げましたように、まだ決まっているわけではないんです

けれども、あくまでも強制ではありませんので、ご本人の情報収集に当たって、

こういう情報をこういう事業者にこういう目的のために提供することについて、

いいか悪いかの本人の意思を確認するという方向で、拒否をされるという場合

にはその意思表示がしっかり届くような本人通知の仕方を考えていきたいと思

います。 

○海原委員 よろしくお願いします。 

○安達会長 本当に、広報でも丁寧に一般的にこういう制度を導入しますとか、

そういうデータを提供しますとか、そういう広報での丁寧な通知も必要かなと

いう気がします。ただ単に本人に文書を送るだけでは理解できないという場合

もあると思いますので、その点は十分周知していただいた上で、個々に意思確
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認するんであれば、そうするということは必要かなというふうに私も思います。 

○森田副会長 ただそういう周知をするに当たっても、一旦これを情報を出すこ

とでどう役に立つのかということは、もうちょっと言えるようにしておかない

とまずい。 

○安達会長 そこが一番の大きい問題です。 

○望月委員 結局何の目的というか、具体的な目的とか、具体的な業者が誰でど

んな契約をして、それでオンライン結合をしたら、どんな方法でそれが流れて

いくというところが、ある程度具体的にならないと、どんな危険性があって、

それがどんなふうに市民の方に不利益になるのかということを審議できないと

思うんです。ここまで何というか包括的に承認してくださいという、複数の業

者が今後どんな契約でもできちゃうように読めてしまうので、そうするとちょ

っとそこは審議することはできないと思うし、そこはあとは本人に聞くから、

拒否できるからいいでしょうという話ではないと思います。だから、もうちょ

っと煮詰まってそれでまた議論するという、もちろん必要なんだと思うんです

けれども、ちょっと私は今この段階で、業者とこれから協議しますというお話

がいっぱい出てくる中で、何か意見を言うというのはちょっと非常に難しいか

なと思います。 

○安達会長 はい。 

○仁科企画課長 この次世代医療基盤法につきましては、基本的には任意ですけ

れども、医療情報が提供できるという法律の趣旨はございます。そうした中で、

本市の場合はより慎重に審議会で審議を受けてということなんですが、基本的

には日本全国で提供できるという前提の中で今法律で進めようとしているもの

というふうに理解をしています。 

  そういった中で、まず個々の事業者と手続、交渉して、契約してという中で、

詳細を詰めていくという話になってるんですね。そうしますと、まず提供でき

るのか、できないのかという土俵をはっきりさせないことには、次に進めない

というふうに考えています。他市と同じスタートラインに今立てていないとい

うような状況でございますので、その部分について、この法律の趣旨を踏まえ

て逗子市としまして、これは任意ではありますが、提供したい、提供していく

という意思の下での今の段階での諮問ということになります。 
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○安達会長 はい。 

○島田委員 前回の委員会でこの資料を事務局から頂いております。頂いて一通

り読んでいますが、この中では、とにかくこれが何のために使うか、匿名加工

医療情報、それの有効性といいますか、有益性というか、そういうことと同時

にかなりのスペースでセキュリティー関係に取ってあるんです。しかし、今の

段階ではまだセキュリティーについてはほとんど理解していないですが、市民

の立場からすると、一番注視するのはセキュリティー確保だろうと思うんです。

ただ、本来はオンライン結合の内容のところで庁内としてそれについてどう対

応するべきか、どう対応するのか。あるいは庁外についてはコントロールでき

ませんけれども、そこについても担保されているかということを記すのが僕は

筋だろうと思います。 

  その場合、そういう前提で、セキュリティー関係について、これから二、三

質問したいと思います。 

  この図で、先ほど専用回線を使うとおっしゃったけれども、どれが専用回線

になるんですか。ここに書いてあるんですか。ＫＳＣ、ＦＷからＦＷが専用回

線ということですか。 

○大木情報政策課長 今こちらの左上にある部分につきましては、庁内のＬＡＮ

関係をお示しするために書かせてもらったんですけれども、今回こちらは内部

情報といって事務系のＬＡＮになりまして、ちょっと実際に今回の次世代医療

ビッグデータのＬＡＮではないということで、ちょっとご説明をし忘れました。 

  今の専用回線なんですけれども、こちらは庁内側と認定匿名加工業者さん側

と結んでいる太い矢印、ここが特定回線、専用回線です。ですから、市から出

るデータと事業者さんのサーバに入るこの線が専用回線で、いわゆる一般的な

インターネットにつながっていない特定された回線です。 

○島田委員 ＫＳＣというのは、これはどういう意味ですか。 

○大木情報政策課長 すみません。これは神奈川県セキュリティクラウドといい

まして、庁内のネットワークと一般インターネットワークを仮想でつないでい

る、外の別のネットワークです。 

○島田委員 今回非常にたくさんの種類の医療データが、市から出るわけですが、

それのちょっと主な流れとその場合に発生するリスク、情報の処理で、特に言
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っていただきたいのは、どの程度人が関与するのか。その辺のところをちょっ

と具体的に説明していただきたいです。 

○大木情報政策課長 具体的というのはまだはっきりしていないので、なかなか

難しいんですけれども、今の市側で想定をしてつくらせていただいたものにつ

きましては、左下に四角く囲ってあります住民情報系と言われているパソコン

です。こちらから指定された専用のＵＳＢを使って、認定匿名加工業者さん側

に提供するデータをまず打ち出します。そのＵＳＢをその業者さん側に提供す

る専用のパソコン、このパソコンはそこにしかつながらない設定にしておりま

して、そのパソコンにデータを落としてそこから市側の送信サーバ、データサ

ーバです。そちらのサーバにデータを搭載する。この搭載されたサーバと事業

者さん側のサーバにつきましては、専用回線を使いまして、それ以外の回線、

横からは入れないような状況にしまして、一対一の関係をつくる予定です。そ

れによって一応出口、入り口のところでファイアーウォールといいまして、ほ

かからの探求ができないようなセキュリティを確保した上で、市側のサーバと

認定特定加工業者さん側のサーバとのデータのやりとりを行うというような想

定で、この図面を作らせていただきました。 

  先ほど一番最初にちょっとお話をさせてもらったのが、こちら側に今市側に

サーバを置いてそちらにデータを置いたものをやりとりするという形で図面を

作らせていただいていますけれども、場合によっては、サーバを置かずに、こ

ちらの送信専用パソコンから直接専用線を使って事業者側の受信サーバのほう

にデータを入れるという形にして、市側ではデータ自体をどこかにためておく

ということをしないというようなことも想定はしています。 

○島田委員 ありがとうございます。 

  それで、市側、庁内です、庁内のセキュリティーは、庁内では結局データを

把握されてから提供するまで、その辺のところのセキュリティーはどういうふ

うに確保されるんですか。 

○大木情報政策課長 まず住民情報系のパソコンというのは各業務単位で、業務

の担当所管が利用していて、そちらから指定されたＵＳＢ、これはほかのどの

パソコンでも使えるＵＳＢではなくて、住民情報系の専用パソコンでしか使え

ないようなＵＳＢというのを設定しまして、そのＵＳＢをその送信専用のパソ
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コン、これは１対１でＵＳＢで結ぶというようなことを考えています。この送

信専用のパソコン、ＰＣにつきましては、特定の場所、市のサーバを管理して

いる特定の場所にパソコンを１台用意しまして、個々のパソコンから個人で送

れるものではなくて、指定されたところで許可された人間しか触れないという

ようなパソコンを１台つくって、そちらからサーバ、もしくは相手の事業者さ

んのほうに送るというようなことでの人的な部分を、何でもかんでもＵＳＢを

つないでどれでも使えるという形ではないような物理的な部分を確保。実際に

は庁内の住民情報系と相手の事業者さんとを結ぶパソコンにつきましてもＬＡ

Ｎでつながずに、こちらは分散した形でそれぞれ独自のインターネット網を構

築するような形で、絶えずつながらないような形の設定を考えています。 

○島田委員 あと、認定匿名加工事業者との間では逗子市と委託契約になるんで

すか。それとも別の何かそういう契約があるんですね。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） まだそこ

までの具体的な手続に関してはまだちょっと見えていない部分がございますの

で、ただ、当たり前ですが、この制度自体に関してはきちんとした法的な関係

をつけるというふうに理解をしています。 

○安達会長 よろしいですか。 

○島田委員 はい。 

○海原委員 手続について今聞いていたんだけれども、今各委員がおっしゃった

ように、今の段階でスタートアップされると、いずれにしろ、前向きな姿勢と

いうのは非常に評価したいと思いますけれども、今の段階では良い悪いはちょ

っと言いづらい面があります。 

  ちょっとすごい細かいことなんですけれども、例えば本人通知なんかでも、

これは準拠法にのっとってやればいいというふうにおっしゃるかもしれません

けれども、本人通知して、本人がちゃんと理解してできるかどうかという場合、

いろいろ手段がありますけれども、果たしてこの法律のそこで適用できるのか

どうかというのも一考しなければいけないと思います。 

  あと、全国的になると言いますけれども、国保というよりは健康組合のほう

が多分人数的にサンプル数として実際一番考えていく上においては重要になっ

てくるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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  ちょっといろいろなことが今の中でもちょっと疑問が湧いてくるんで、すみ

ません。変な質問して申し訳ございません。 

○仁科企画課長 ご指摘のとおり、健保、社保のデータのほうが数が多いだろう

ということはご指摘のとおりだと思います。ただ、ですのでこれは自治体に限

らず、ほかの医療機関等が提供できる形になっておりますので、そうしたとこ

ろが任意で提供していく、この法の趣旨にのっとってデータを提供するという

のはあるかと思います。私どものほうでは持っている医療情報を提供するとい

うところですので、国保健康課等の情報を提供するという状況になります。 

○海原委員 繰り返します。 

  すみません。本人通知がちゃんとできないケースというものはほかの法令な

んかでも、ほかの事案なんかでも審議会にあるんですけれども、それは多分準

拠法にのっとってやっていくと思うんですけれども、これもこの次世代医療基

盤法に対しての準拠法にのっとっていく考えでいらっしゃるんですか。もしや

られるとした場合は。 

○仁科企画課長 本人通知できないものについては、提供できないという形にな

っていますので、必ず提供する情報は本人通知をした上での情報提供をすると

いう形になります。 

○海原委員 本人通知で、本人が例えばマイルドコグニティブの状態で、理解で

きるときはありますね。そういうのじゃなくて、完全に認知ができない場合に

は理解できない。だから本人に通知はしたけれども、本人としては覚えていな

いというケースも多々あると思うんです、例えば。その場合、行政としては本

人についてのマイルドコグニティブじゃなくて、本当のマイルドコグニティブ

の状態では大丈夫だから、それでしましたよということで了解をもらっちゃう

で、果たしてその方式でよろしいのでしょうか。 

○仁科企画課長 あくまでも本人通知は本人通知なんですけれども、本人だけで

はなくて、家族への通知というのはより丁寧なやり方ということでは考えるこ

とだと思いますが、それは本人通知に代えられるものではありませんので、基

本的には本人には通知させていただく。 

  あとは、16歳以上の方でない場合で、本人が判断能力を有しない方の場合に

も保護者等に対しても通知されるということが基本とされているというふうに
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今理解しております。 

○安達会長 これは本人通知というのは、同意を得る必要があるんでしょうか。 

○仁科企画課長 オプトアウト方式というのは本人から拒否の申出がない限りは

それを認めたという形になります。 

○安達会長 そうですよね。ですから、拒否できますというだけであって、同意

しますかということではないんですね。 

○仁科企画課長 ではないです。 

○安達会長 だから拒否できるということを周知してどうされるんですか。拒否

したければできますということについては、しっかり周知するということです

ね。 

○森田副会長 その点で通常のね、外部提供の際の通知とは違うわけです。そう

いう裏返しの、積極的な同意ではないけれども、裏返しの同意を確認するとい

う意味であって、一般的な通知の省略とはちょっと違った問題としてはありま

す。 

○安達会長 あと、ちょっと１点伺いたいんですけれども、提供する頻度ですけ

れども、これは一旦提供するという場合にはもう定期的に提供は続くわけです

か。これはどういう頻度で提供するんですか。 

○仁科企画課長 制度上におきましては、通知は１回でも基本的には可能だと思

います。 

○安達会長 １回で。 

○仁科企画課長 ただなんですけれども、物によりまして、例えば毎年健診があ

る場合には毎年通知するのかというと、必ずしもそれが必要というわけではな

くて、本人に対して健診データを提供することに関して、拒否するかどうかと

いう通知に関しては１回、ただ、いろいろな情報の性質がございますので、そ

れが頻度を上げることに関しては、別にそれを阻むものではありませんので、

どういう形がより適切な通知のやり方というのは、情報にもよるのかなという

ふうにも思いますので。 

○安達会長 今回の諮問は１回限りの現に持っているデータを提供していいです

かという、そういう諮問なんですか。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） そうでは
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ないです。基本的にはオプトアウト方式で提供しますというのを本人に一番最

初の段階で通知します。ある段階でやりますから、要するにその方の情報とい

うのは、俺はやめます、私はやめますと言わない限りはその方の情報というの

は、頻度は先ほど言った、データを渡すという頻度はちょっとこの場では分か

りませんが、基本的にはその前提の上で情報がやり取りされるという形になり

ます。 

○安達会長 １回拒否権行使しなかった場合には、その後は。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） 提供する

というのが制度上の話しですが、ただ実際には、先ほど健診の例がございまし

たが、健診受けられた方が実は今どういう、そのことに関してどういうスタン

スなのかちょっと分からないので、基本的には多分全員に毎回毎回文書の通知

は出してしまうというのは運用上は考えられます。 

○安達会長 健診のたびにそういう通知はすると。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） じゃない

と、多分いろいろな方がいらっしゃって、その方が今要するに拒否している人

なのか、受け止めている方なのかというのは、区別がその段階でつけて健診事

務を行うというのはなかなか困難でございますから、そこは運用の問題として

は、皆さんにお渡しして、ある意味その都度周知をしてという形にはなるのか

なとは想像はつきますが、ただそこにつきましてもどういうふうにやられるの

かというのは、まだこれから時間をかけて精査をしていきたい。 

○安達会長 データの中身自体はどんどん更新されますね。だからその時点での

データの審議になるんですかね。そうすると、今後定期的にそういう情報の提

供を求められるということはあり得ますね。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） あり得る

のか。 

○安達会長 あり得るんですか。 

○仁科企画課長 データを継続的に提供するかというのも、それも契約によるか

なと思いますので、どういう形で情報提供をしていくかというのは、認定事業

者との契約によります。 

○安達会長 それもまだ決まっていないということですか。 
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○仁科企画課長 はい。 

○安達会長 まだ決まっていないということ。 

○仁科企画課長 そうです。契約する認定事業者も決まっていないですから、そ

ういうどの情報についてどういう形で提供するかという、そこは決まった状態

では今はないです。 

○安達会長 そうすると、今のところは１回限りか、今後継続的か分からないけ

れども、とにかく提供していいですかという話ですか。 

○仁科企画課長 ご本人の通知ということではなくて、事業者に対してですか。

それとも提供していいですかという、本人の通知の部分でおっしゃっています

か。すいません。 

○安達会長 本人ではなくて、事業者に対する関係で。 

○仁科企画課長 それも分からないです。継続的なものなのかどうかというもの

は。 

○安達会長 まだ２社しかないわけですから、２社の事業内容というのは、それ

なりに把握されていますか。 

○仁科企画課長 現段階ではそれほど詳細には把握しておりません。具体に契約

等まで進む前の今段階で諮問させていただいておりますので。 

○安達会長 相当だから交渉の余地があるものなのか、それとももう大体様式は

決まっていて、それに乗るか乗らないかというだけなのかという部分、そのあ

たりはどんな感じなんでしょうか。 

○仁科企画課長 決まっておりません。個別にまだアプローチ等もしておりませ

んので。 

○安達会長 そうすると、提供する自治体によって内容に差が出てくる可能性は

あるんでしょうか。いろいろな条件がついたりする自治体があるということで

しょうか。 

○仁科企画課長 全て認定事業者との協議によっていろいろな話合い等によって、

それをどういう形で契約を結ぶかということによると思います。 

○安達会長 ほかにいかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○海原委員 すみません。大変申し訳ないんですけれども、資料２の提供の理由
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のところなんですけれども、一番下です。ここで、国保と高齢介護で、高齢者

保健事業、割と一般的な言葉なんですけれども、介護予防と一体的な実施に向

けた基盤整備に資するためにという形に言い切ってしまっているんですが、そ

れでいいんですか。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 法改正がございまして、高齢者の保健事業、

今はいわゆる国保健康課のほうで健康づくりの観点でやっております。それと

高齢介護課のほうで実施しております介護予防事業、今はそれぞれでといいま

すか、一応対象としては、高確法に基づく高齢者に対する保健事業という位置

づけと、介護保険法に基づく介護予防事業というそれぞれの法律で実施をして

いると。それが同じ対象者であったりするので、今後は有機的に実施できるよ

うにしていくと。その場合にも医療情報等のビッグデータが活用できるという

ことで、こちらとしては考えております。 

○海原委員 何でこういうふうに変な質問をするのかと言うと、疾病などがあっ

た場合のそれに対しての改善、予防じゃなくて改善とかそういうのも入って、

いろいろとまだそれ以外も入ってくるところで事業者というところがよく分か

らないので、事業の改善と言っているところだけでちょっといいのかなという

気がするんです。 

  例えば、疾病の改善とか、そういうのも多分将来的には見据えているという

ことですね。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 医療としての疾病の改善となりますと、市

のほうでの介入というよりは、医療機関となります。 

○海原委員 疾病だけの当然予防もありますけれども、介護予防じゃなくて、疾

病の予防というのもありますね。市内、内部に対して。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） そちらはどちらかというと、保健事業の話

となります。 

○海原委員 保健事業というのはよく分からないけれども、保健事業、なんとな

く分かるような分からないような意味があって、ここはちょっと何かよく分か

らない。私は理解できなかったんですけれども。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 一応法的な位置づけとして、今後はそれぞ

ればらばらに行われている介護と保健事業の疾病の予防等というのを有機的に
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連携して、一人の対象者の人で介護予防が必要な人も保健事業が必要な人も認

定等が必要な人もいる中ではそういう部分に資するデータと言ったらいいんで

すか、そういう分析というものがあれば役に立つと、そういうことでもあるん

です。あくまでも内容としては、法律に基づく事業の名称ですので、いろいろ

市で行っている医療・健康に関するものを一体的に行っていく中でも、このビ

ッグデータの活用というのは役に立つというふうに考えます。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） すみませ

ん。席を外してしまって申し訳なかったです。 

  もしかすると今廣末のほうから話もあったと思いますけれども、結果的には、

仁科が一番最初に諮問の概要ということで説明を差し上げたとおりでして、逗

子市は例えば高齢化率とか神奈川県内の都市として一番高いという現状ですと

か、その結果として、医療費が高い状況にある、そんなようなことが実はござ

います。それはただ単に医療費にお金がかかっているということではなくて、

最終的にはほかで使いたいお金もそちらのほうで使わざるを得ないというよう

な形でもって、なかなか財政的に厳しい形が出てきてしまっています。 

  これは実は逗子市だけじゃなくて、日本全国でも同じような状況は見られる

かなと思いますが、そういった意味で、この次世代医療基盤法は、そういった

日本が抱えている困った状況を改善をしていこうといったことが大きな狙いと

してあるというふうに思っています。 

  それを我々一人一人の医療・健康に関するデータを提供することによって、

そういった問題を解決していこうといった趣旨だというふうに、我々は理解し

ていますので、結果としましては、まずは当たり前ですが逗子市の最終的には

医療費、高めの医療費、例えば今よりも下がっていく、こういったことですと

か、あるいは介護の状況が今よりも改善された状況になる。こういったことを

行政としては期待をしているところです。 

  まずは、この法律の趣旨というのはそこにございますので、最初の説明のと

ころでＺＵＳＨＩ ＢＩＺあるいはビジネスといったようなこともお話はした

んですが、それはそれで逗子市のまた事業としてこれを取り組むにあたって、

期待をしているところですが、まずはそこよりも先にこの法律の趣旨がそこに、

今言ったようなところにあるということはご理解をいただいた上で、逗子市も
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そこで得られる成果に期待を大きくしているといったところでございます。 

○安達会長 市としての期待はよく理解ができるつもりなんですけれども、その

期待がこれでかなえられるのかどうかという見通しがよく見えないという感じ

がします。今のところは差し当たって一方的に提供する先のことがよく見えな

いということと、それに対して何らかのフィードバックがあるのかどうかとい

うところも分からないということで、そういう点についてもう少し詰める必要

があるんじゃないかという気がするんですけれども、いかがでしょう。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） まず、成

果は最終的には医療の現場であったり、要するに薬の部分であったりというの

はありますので、ここはどうしても行政では手が出せないところでして、民間

の活動に期待をするところであります。ただ、民間も行政の持っている情報を

手に入れられないことによって、なかなか効果的な活動ができないというのも、

現実としてあるんだといった背景があってのこのことだというのは、理解をし

ているところですので、そうした意味では、そこはこの法律を使うことによっ

て、行政はただ単に民間企業のために情報を提供したんではなくて、結果的に

行政に対して還元されるといった制度という理解をしています。 

  あとは、逗子市としましては、それプラスアルファ、例えば逗子市で行って

いる保健福祉の取組が現在もございますが、そういったところにこうした取組

によって得られた知見、こういったものをフィードバックしていくといったこ

とを考えているわけでございまして、まだただ、それが実際にどの事業にどの

部分にというところがまだそこは姿が見えてございませんが、市としてもここ

を使っていきたいというふうに現在考えているところです。 

○安達会長 おっしゃる点はよく分かります。ただその最後に言われた部分が、

こういう制度を利用する場合の市としての重要なポイントじゃないかという気

がするんです。それがきちんとフィードバックされるような条件で情報の提供

ができるのかどうかという点について、もう少し見通しが欲しいという気がす

るんですけれども。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 認定事業者についても今現在でどこかに決

定しているというわけではないんですけれども、国の法律に基づいてガイドラ

インも出ている中で、それにのっとった対応をすると言って国から認定された
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事業者と当然契約をいたしますので、事業者によって質が変わるとかもないで

すし、所管としては当然今後市民の健康増進のために資するようなデータの分

析だけではなくて、データを提供するのであれば、どのようなことが効果的な

のかという、コンサルティング的なものも情報として、求めていきたいと思っ

ています。 

○安達会長 ほかの委員の方、何かほかに質問がありますか。 

○海原委員 全くもう多分今その提供、さっきの質問を、同じ資料２の提供理由

の続きのところで言おうと思ったんですけれども、細かいことですみません、

資料整わないとできないと思ったらできるというか、資料にはないと思うんで

すけれども、この１つ上です。健診及びレセプト情報の抽出・分析が必須であ

るという、必須であるための、これは多分どこかに依頼すると思うんですけれ

ども、多分依頼してもできるところというのはほとんどないような気がするん

ですが、いかがですか。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 本人通知の上の健康診査及び検診及びレセ

プト等の情報の収集・分析が必須である。の部分ですか。 

○海原委員 書いてありますね。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） はい。 

○海原委員 これは多分逗子市の経営資源である、多分難しいところ支えており

ますけれども、これをできるところはあるんですか。それは逗子市の経費でも

ってやるわけですか。多分大分制限あるから、次世代基盤情報では分からない

ところだと思います。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） まさにこの部分を医療情報の提供をした上

で、分析、ビッグデータへの加工と分析をしていただきたいと考えています。 

○海原委員 その際の仮説っていうのは誰が立てるんですか。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 仮説ですか。 

○海原委員 当然分析とか抽出、治験なんかをやるためには、何らかの仮説がな

きゃいけないですね。 

  何もないところで分析をやるということは多分ないと思うんですけれども。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） いわゆるデータ加工による分析ということ

では仮説を立ててということではなくて、あくまでも認定事業者のほうで匿名
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加工情報として、データをいろいろな角度からも分析、集計をするという想定

で考えています。 

○海原委員 多分分からないでしょう。一番分かりやすいのは、相関分析とか、

何と何が相関しているとか、何と何があって、多変量解析とかそういうことを

やるとは思うんですけれども、ここで分析というのはよく理解できない。 

○安達会長 これは必須というのは誰にとって必須という趣旨でしょうか。本市

にとって必須なのか、それとも取扱事業者にとって必須なのか、ちょっとこの

文章では誰にとって必須なのかというのが分からない書き方のような気がしま

すけれども。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 取扱事業者のほうです。取扱事業者の研究

開発のために本市の健康診査等の抽出分析が必須である。そういうことです。 

○安達会長 取扱事業者が全国的なデータを分析する場合に本市の情報も必須だ

という、そういう意味ですか。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） はい。 

○海原委員 当然僕なんかその中の的を前提としますけれども、その中である程

度的は絞っているんですか。的を絞らなければ、それこそとてもじゃないけれ

ども、富岳とか、量子コンピューター使ってもちょっと相関分析することは無

理だ、できないと思いますけれども。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） 例えば１人の方の医療と介護、両方の情報

を、それは今現在としてはそれぞれ別々に持っていますけれども、それを一緒

に、１人の方の介護と医療の情報を一緒にして、それを匿名加工して傾向等が

分かるような、そういうデータとしての加工ということで考えています。 

○森田副会長 抽象論としては分かると言えば分かるんですけれども、具体的に

何をやるかというのがまだ何も決まっていないので、それ以上説明のしようが

ないとは思うんです。 

○須藤福祉部長 よろしいですか。 

  何を目的かというと、幼少期、ゼロ歳から高齢である最終のときまで、一貫

したデータを一つに押さえようとしているんです。それによってその方の健康

状態とかそういうもの見ていきたいというふうに思っています。 

○森田副会長 それは市長さんもおっしゃっていますので、そういう考えである
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ということは分かるんですけれども、ただそうなると、こういう匿名加工を進

めるという話ではなくて、むしろいろいろなデータを結合して、特定個人のデ

ータを集中するという作業が必要になるわけです。 

○須藤福祉部長 まず初めに、こちらとしてのステップとしては、今言った各個

人の情報を匿名化して集計したもののデータを分析して、そして今後の健康の

維持向上に図る、そのデータを今後逗子市が市民の方に提供して、いかにその

健康状態を保つかというのがまず第一に目的として持っています。市長が言わ

れる最終的には１人の方の情報をしっかりと全てにおいて把握をして、今度は

医師の方たちとの連携が必要になってくると思いますが、その方たちとの連携

によって、今後一人一人の健康状態を保つと、いつになっても健康である状態

にしていくというのが。 

○森田副会長 その話と今回のこの話とはちょっと違うじゃないですか。全体と

して向かう方向は同じだというのは分かるんだけれども、今回は、この匿名化

のために情報提供するという話をしているわけですから、それと。 

○須藤福祉部長 まず第一としては、匿名化するものというのは集計したデータ

を活用していくというふうにしているんです。これは、医療法と介護法の法律

が今まで全国的にも一緒になるということが非常に難しかったんですが、法律

の改正によってどこの市町村もこれを一緒にしていくというふうなことができ

るようになったので、ぜひ逗子市としても医療の関係と介護の関係、こういう

データを一本化した新たな情報を提供していただいて、それによって市民に還

元していきたいというのが第１の目標なんです。 

○安達会長 ですから、提供していただけるという保障が何とも見えない。そう

いう情報を取扱事業者から提供してもらえるという、そういう前提の話じゃな

い。そこはよく見えないわけです。差し当たっては提供しただけです。提供し

て、分析するのはその先の取扱事業者なんですよね。 

○須藤福祉部長 そうです。分析するのは国で認定した業者のほうで分析しても

らうんですが。 

○安達会長 もらうんじゃなくて、向こうがするんです。勝手にするんです。 

○森田副会長 だからそこをどういう内容でどういうふうに分析するのか、逗子

市の情報だけなのか、全国的なものなのかとか、その辺についてはまだ固まっ



－45－ 

ていないわけでしょ。 

○須藤福祉部長 今、依頼想定している相手としては逗子市の分析のみなら始め

られる。進めていく予定で考えています。 

○森田副会長 本当にそうですか。 

○須藤福祉部長 まずは逗子の。 

○安達会長 ちょっとそれは大分話が違います。 

○森田副会長 それでいいんですか。逗子だけの情報だけで。 

○須藤福祉部長 ほかの市町村との連携の方法もあるというのは視野にあるかも

しれませんが、まずは逗子の分析を。 

○安達会長 ちょっとそれだと最初から話が違ってきます。 

○須藤福祉部長 そこという話じゃないですか。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） 最初のほ

うに説明したところで、まだ要するにこの取組は法制度としては整っているけ

ど、まだなかなか始まっていないという説明を差し上げたところです。 

  なかなか提供するほうにも環境整備といいますか、簡単に行かない部分がご

ざいますので、動いていないという現実なのかなと思っています。だからそう

いった意味ではまずは逗子市はこの制度の趣旨にのっとり、そこでもってまず

はやってみようというところへ今現在来ているんです。そういう意味では今言

ったような発言につながっていくわけですが、ただ事業者側としては最終的に

は別に逗子市のデータに限らないというところでもっての計画といいますか、

考え方として、当然こちらも考えています。 

○森田副会長 さっき私も言ったように、逗子の範囲で分析する場合に、実名外

す場合に、非常にやりにくい例もあるわけです。狭い範囲の人数で分析をする

場合には。であれば、むしろもっと広い範囲で分析するところから始めたほう

がいいという議論だって当然あるわけです。だけども、そこら辺の方針がまだ

立っていないということなのでね、それを前提に議論していたわけです。 

  だから、逗子の今回提供する情報だけをその関係で契約をして分析をすると

いう範囲の提案であれば、それはそれでもうちょっと絞られた形にはなるんだ

けどね。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） ごめんな
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さい。 

  逗子市のデータだけを扱うという制限をつけて契約するわけではございませ

んので、最終的には当然のことながら医療のビッグデータというのが、取組の

ミソであるわけですから、逗子市以外のデータでも当然のことながら収集をし

ていくものという、理解はしています。ただ、現段階において、まだそこまで

にない、状況に至っていないということで、まずは逗子市のデータというのが

そういった意味では早い段階での取組のデータとして想定されているというこ

とです。 

○安達会長 逗子市がいち早く手を挙げて参加すれば、逗子市のデータだけ加工

してそれを分析したデータがもらえるということですか。 

○須藤福祉部長 そうです。そのとおりです。 

  まずは逗子のデータをいただいて、それからビッグデータとしてどんどん広

げていくということは今後があるかもしれませんが、まず今は逗子市のデータ

を渡して逗子市とまずやりとりをさせていただくという第一歩です。今後ビッ

グデータなので地域でいくのかどうなのかというのは、今後それは出てくると

思います。 

○安達会長 結局これは基本的な法律の制度設計は全国のデータです。全国の自

治体のデータ欲しいわけです。そのためにやっているんですから。だから、逗

子市以外も参加してきたら、それも全部合わせてデータ化したいわけです。 

○須藤福祉部長 今後はそうです。認定業者というのがどこと今後契約されてい

くのかというのはまだ確定しておりませんので、その相手方もありますので、

そこは逗子とその相手とのお話合いになりますけれども、まずは逗子のデータ

をお渡しして、それでフィードバックしてもらうというのが第一です。 

○安達会長 フィードバックしてもらえるという前提かどうかまだ分からないと

いう話でした。先ほどの話では。 

  フィードバックしてもらえるという前提の話ではないという話だったんで。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） まだ実際に契約をしているわけではないの

で、そこは確約されているわけではないという話です。 

○須藤福祉部長 ただ、仕様だとか、そういうのはこちらとしてこういうもので

やっていきますという想定は当然出てきますので、それにのっとって契約はし
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ていくということで、今言っているように、確定というのは、相手方、この人

と契約したということはしていないので、そこまで言えないけれども、そうい

う構想は持っているということです。 

○安達会長 そういう条件に合うのでなければ契約しないという選択肢もあるん

ですか。 

○須藤福祉部長 こちらが主張する内容はある程度事業者に話はしていますけれ

ども、ある一定の情報提供はできるという意味では聞いています。 

○廣末福祉部参事（国保健康担当） むしろ何か見返りがないと市としてわざわ

ざ情報を提供するというメリットがうせますので、市民の健康増進の施策につ

ながるようなフィードバックというのは求めていきたいというふうに先ほど申

し上げましたけれども、考えております。 

○須藤福祉部長 市としては今までそういうようなデータの出し方ができないの

で、専門の方たちに新たな健康分析リストをいただいて、市民に還元していき

たい。 

  もう１点は個人情報のことはしっかり守っていくということは当然のことだ

と思っています。 

○安達会長 大分時間たってしまったんですけれども、どういたしましょうか。 

○森田副会長 ちょっと進め方なんですが、先ほどもご発言の中で、要するに、

ゴーサインをもらわないと、そもそもその進め方自体が始まらないというお話

しがあったんですが、ただ、これはもともと国の制度に基づくことですので、

そういう意味で基本的にこの事業を進めていただくこと自体は、別にここであ

らかじめの了解がなければ全然動けないということではないと思うので、それ

はいいんじゃないかとは思うんです。 

  ただ、こちらに問われてこれだけの大量情報を出すことについていいのかど

うかというふうに言われた場合に、もうちょっと具体的な内容を示してもらわ

ないと、こちらとしては判断がしにくいということで、行ったり来たりの議論

になっている感じがするので、ですから、これでもうちょっと事業としてはお

進めていただいてもいいんじゃないかと思うんですが、もう少しその辺の内容

を固まった時点でこちらとしては判断をさせてもらうということではどうかと

思うんですけれども。 
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○須藤福祉部長 今までもほかの市町村、県ももう既にこれを進めているわけで

す。今までも法改正によって、議論をしないまま当然国の法的な解釈だという

ことで、そのビッグデータの活用というのは既にどんどん事業を進めて。 

○森田副会長 ですから、逗子市についてもそういう解釈をしようと思えばでき

ると思うんです、審議会にかける必要ないという判断されるならば。そうなっ

たらもう我々はそこは関知しないという話になってしまうから、それはそれも

一つのやり方なんだけれども、我々としては諮問された以上は内容の是非とい

うことは、ちゃんと判断して意見を言わないといけないんで、そういう形で問

われた場合に答えを出すにはまだ内容が足りないということになると思うんで

す。 

  だけれども、先ほど言われたように、もともと国の制度に基づく事業を始め

ようとされているわけだから、こちらの意見がなければそれを進めてはいけな

いとは言えないと思うので、それはそれでもうちょっと進めていただいて、そ

の上でこれで問題がないかという形で投げてもらえれば、それでの一定の判断

はできると思うんです。 

ちょっとこれは本当に白紙で任せるに近い形での諮問なんで、それに対して

は答えにくいところがあると思うんですが。 

○安達会長 こちらで一定の条件をつけて、こういう条件だからいいですと言わ

れてしまった場合に、むしろ困るんではないかと思うんです。ある程度具体的

にどういう条件で情報を提供するかという点について、もう少し明確にしてい

ただきたいという気持ちが強いんです。そういう条件の明確化ということを前

提に前へ進めていただくということ自体はよろしいかと思いますけれども、た

だ具体的な条件をつけてしまうと、皆さんがやりにくいんじゃないかという気

もしますし、その点どうでしょう。あるいはもう少し条件を煮詰めてから再度

こちらに諮るという選択肢もあると思うんです。どちらがよろしいでしょうか。 

○福本経営企画部担当部長（企業誘致・起業促進・ＩＣＴ政策担当） すみませ

ん。ちょっと今、中で相談をしていましたが、十分なお時間をいただいて、ご

審議していただいた結果としての先ほどのご意見ということで受け止めたいと

思っていますので、森田委員が言われたような解釈、我々のほうでも進めさせ

ていただきまして、また改めまして、不足している条項を出し直しして、ご審
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議いただくといったような形で進めさせていただきます。 

○安達会長 では、継続審議として、少し進めておいていただいた上で、改めて

もう少し条件を詰めて明確にしていただいた上で、お諮りいただくというのが

よろしいでしょうか。 

○森田副会長 いろいろな問題が出てくるかと思いますので、それを踏まえた上

で。 

○安達会長 そういうことでよろしいでしょうか。 

○海原委員 先ほどもございましたけれども、森田委員の意見の範囲なんですけ

れども、前のほうで言えば本人拒否の部分、そういうところはもう少し丁寧に

詰めておいていただきたいと思います。 

○安達会長 本人通知のやり方。 

○海原委員 本人拒否、オーケーするしないか、提供するかしないか。 

○森田副会長 オプトアウトの仕方、広報関係の仕方です。 

○海原委員 絶対に本当に不都合があった場合は、市からの場合、こういう大層

な名前でこの紙が１枚来たら、一市民としては断れない。断りづらい。 

○島田委員 あとオンライン結合の内容の書き方です。先ほどおっしゃったよう

に、今回オンライン結合によって情報漏えいを防ぐという話、セキュリティー

上の確保のご説明いただいた内容をコメントを記述していただきたいというこ

とをお願いします。 

○安達会長 そうです。先ほど17条関係のところで、先ほど口頭で説明していた

だいた中身ですけれども、基本的にインターネットから切り離された専用回線

でやるとか、それから送信専用回線を別途設置するとか、そういうことを書い

ていただきたい。 

○島田委員 今回、医療情報のこのシステムを扱った部分も専用回線だと、その

ほかのほかの情報のセキュリティーを同じにした、同じで結構です。そこをち

ょっと具体的に書いてもらいたいです。 

○大木情報政策課長 先ほど説明したものを文面に。 

○島田委員 オンライン結合の内容等というこの部分に書いていただきたい。 

○安達会長 それでは、何点かより明確にしていただきたい事項をお願いします

ので、継続審議ということにさせていただきたいと思います。 
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  皆さん、よろしいですか。 

  それではこの件に関しては以上で打ち切りにさせていただいて、早ければ次

回の審議会等でまた再度、この諮問を案件として審議するというような形にし

たいと思います。 

  よろしいですか。じゃ、本件については以上とさせていただきます。ご苦労

さまでした。 

  それでは、ご退席いただいて結構ですので、お疲れさまでした。 

─経営企画部企画課、福祉部高齢介護課、学校教育課、子育支援課 退室─ 

○安達会長 では、大分時間が超過しまして申し訳ありません。 

  急いで、議題の最後の（５）のその他に入らせていただきます。 

  事務局のほうから説明をお願いします。 

○矢島情報政策課担当課長 ４点ほどございます。 

  １番目が令和元年度個人情報保護制度の運用状況の報告、２番目が個人情報

事務登録簿の報告、３番目が特定個人情報保護評価書の５年見直しの報告、４

番目が認定審査になります。 

  安達会長につきましては、事前に資料が届いていっていなかったということ

で大変申し訳ないんですけれども、１から３につきましては事前に説明文とと

もに、郵送させていただいております。各委員につきましては、目を通してい

ただいておりますので、何かご質問等ありましたらよろしくお願いいたします。 

○安達会長 運用状況の報告、資料４、それから登録簿の変更状況の資料５、そ

れから特定個人情報保護評価書の提出・公表事務一覧という冊子を除く３点に

ついて皆さんのほうでご質問、ご意見等ございますか。 

  あらかじめ、ざっと皆さんは目を通していただいていると思いますけれども。 

  特に、事務のほうで補足説明がなければ。 

○矢島情報政策課担当課長 先に説明文を送付させていただきましたけれども、

補足はないです。 

○安達会長 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 それではいずれも承認ということにさせていただきたいと思います。 

○矢島情報政策課担当課長 ありがとうございます。 
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（日程の調整） 

○安達会長 そのほか何か、委員の皆様からご発言等ございますか。よろしいで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 それでは、大変長時間になりましたけれども、終わりにさせていた

だきます。 

 以上をもちまして本日の会議は閉会といたします。お疲れさまでした。 

午後 ４時３５分閉会 


